
第３期湯浅町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定業務提案募集要項 
 

 標記の業務に関し、下記のとおり、提案を募集します。 

 

１ 業務の名称 

   第３期湯浅町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定業務 

 

２ 業務の内容 

   別紙「第３期総合戦略策定業務委託」仕様書（以下「仕様書」という。）による。 

 

３ 業務の期間 

   契約締結日の翌日から令和７年３月３１日（月）まで 

 

４ 応募者の資格要件及び制限 

（１） 町の募集目的に賛同し、意欲のある者であること。 

（２） 過去５年以内に当該業務と同種または類似の業務実績を有していること。 

（３） 総合戦略や交付金事業に関する知識、経験、資力及び信用を有すること。 

（４） 次のいずれかに該当する法人その他団体等は応募することができない。 

   ア 国税及び地方税を完納していない者 

   イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者（一般競 

争入札に係わる契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者等） 

   ウ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのあ 

る団体に属する者 

 

５ 業務に関する基本的事項 

（１） 業務の再委託 

包括的な業務の再委託については認めない。個別の業務の再委託については、事前に本町と協議

を行うこと。 

（２） 業務の規模及び契約金額の上限 

本業務の規模は、７，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）程度の業務量を

想定しており、契約金額の上限も同額とする。 

（３） 受託希望金額の提示 

仕様書を基に受託希望金額を提示すること。 

（４） 秘密保持義務 

業務に従事している者は、業務に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利

用してはならない。また、本業務が終了した後においても同様とする。 

（５） 個人情報の保護 

個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。 

 

（６） 資料の取扱い 

本町が提供する資料は、提案に関わる検討以外の目的で使用することを禁じる。 



また、この検討の目的の範囲内であっても、本町の了承を得ることなく第三者に対して、これを

使用させたり、又は内容を提示することを禁じる。 

 

６ 委託候補者の選定 

提出された提案書に基づき、参加者の事業実施能力を審査し、委託候補者を決定する。 

応募者は、応募申込書類を提出先に持参もしくは郵送で応募申込を行うこと。 

なお、応募申込書については、令和６年４月１７日（水）必着とし、持参もしくは郵送が間に合

わない場合は、メールもしくは FAXでの送付を認める。この場合、企画提案書等の提出の際に原本

を持参もしくは郵送すること。郵送・メールもしくは FAX で送付した場合は、必ず電話で送付の旨

を連絡すること。 

企画提案書等については、郵送の場合は令和６年４月２３日（木）必着とし、応募申込書同様に

必ず電話で送付の旨を連絡すること。 

このうち第１順位の提案を行った提案者を受託候補者として選定する。 

ただし、審査委員会が、本業務を実施し得る能力に満たないと判断した場合、受託候補者を選定し

ないことがある。 

   

（１） スケジュール 

内 容 日 程 

募集要項ホームページ掲載 令和６年３月２６日（火） 

質問書の受付 令和６年３月２６日（火）～令和６年４月 ２日（火） 

質問書に対する回答 令和６年４月 ２日（火）～令和６年４月 ５日（金） 

応募申込の提出 令和６年３月２６日（火）～令和６年４月１７日（水） 

企画提案書等の提出 令和６年４月 ８日（月）～令和６年４月２３日（火） 

選定委員会（プレゼンテーション） 令和６年５月 ２日（木）【予定】 

委託候補者の決定 令和６年５月 ９日（木）【予定】 

業務内容打合せ 令和６年５月中旬【予定】 

各課ヒアリング 令和６年７月上旬、９月下旬【予定】 

まち・ひと・しごと創生推進会議 令和６年８月上旬、１０月下旬、２月下旬【予定】 

 

  



（２） 提出物  

提出書類 法人 個人 提出期間 部数 

① 応募申込書〔様式 1〕 

② 類似実績〔様式 2〕 

③ 商業登記簿謄本〔原本〕 

④ 本人確認書類及び登記事項証明書 

⑤ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書 

⑥ 委託候補者（会社）概要 

⑦ 有価証券報告書又は決算書 

⑧ 事業税及び法人税の納税証明書 

⑨ 事業税及び所得税の納税証明書 

⑩ 企画提案書類（A4サイズ、片面 10ページ以内） 

⑪ 見積書 ※原本は 1部で構わない 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

3/26から 4/17まで 

（火） （水） 

 

 

 

4/8（月）から 

4/23（火）まで 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

６部 

６部 

 

（３）選定方法 

委託候補者の選定に当たっては、企画提案方式により、下記に掲げる主な評価項目及び評価事項

について採点し、最も優れた評価を得た者を委託候補者として決定する。 

 

○主な評価項目及び評価事項 

評価項目 評価事項 評価点 

（１００点満点） 

資格の 

有無等 

業務実績 本業務と同種又は類似業務の実績を有している

か。 
１０点 

見 積 

金 額 

適正な見積金額となっているか。 
１０点 

 

実 施 

体 制 

及 び 

工 程 

業務遂行に十分なスタッフが確保されているか（実施責任者を

含む。） 

２０点 
業務を的確、迅速かつ誠実に実施することのできる体制か。 

業務遂行にあたり、計画的かつ効率的な工程であるか。 

 

 

提案の 

的確性 

仕様書の趣旨を十分理解され、有益な提案があるか。 

６０点 

ＰＤＣＡサイクルに沿って、効果的に進めていく提案となって

いるか。 

法律や制度などの動向に対応できるものとなっているか。 

全国の特色ある施策の事例の提供を行ったうえで、必要に応じ

て計画内に反映させることができるものとなっているか。 

本町の総合戦略等の内容を十分に把握し、実効性のある提案と

なっているか。 

 



７ 審査の実施 

   提出された書類に基づき町において書類審査を行う。本要項で規定する提出書類に対して、応募

者から提出された書類に不足、不備等が判明した場合でも、町が補足、修正等の必要性を連絡する

ことはない。 

 

８ 審査項目 

事業主体の適格性、企画提案書の妥当性、地方自治体における同様の業務実績、管理の確実性に

ついて総合的な観点から、前述の「主な評価項目及び評価事項」に従って公平かつ客観的に審査す

る。 

そのため、提出する企画提案書類については、前述の「主な評価項目及び評価事項」に沿って作

成及び提案されたい。 

 

９ 失格要件 

次の失格要件に該当すると認められる場合は、審査の上失格とする。 

ア  企画提案書類に虚偽の記載があることが判明した場合 

イ ６（２）記載の提出物に不足があった場合 

ウ  その他不正行為があったと認められる場合 

 

１０ 委託候補者への通知 

第１順位の提案者に対して、委託候補者として選定された旨を文書で通知する。また、審査結果に

ついては応募者全員に文書で通知するが、審査結果や内容に関する問い合わせには応じない。 

 

１１ 問合せ・提出先 

   湯浅町政策企画課 政策企画係 中尾、落合 

   〒６４３－０００２ 和歌山県有田郡湯浅町青木６６８番地１ 

   電話 ０７３７－６３－２５５２  ＦＡＸ ０７３７－６３－３７９１ 

   Ｅ－ｍａｉｌ kikaku@town.yuasa.lg.jp 

 

１２ 質問受付 

質問がある場合、質問票（様式３）を上記問合せ先へ送付すること。なお、来庁・電話によ

る問合せは一切受付しない。また、ＦＡＸもしくはＥ－ｍａｉｌ送信後は、必ず電話で質問書

送信の旨を連絡すること。 

受付期間：令和６年３月２６日（火）～令和６年４月２日（火） 

    ※８時３０分～１７時１５分の間 

   回  答：質問の回答は、湯浅町ホームページにて令和６年４月５日（金）までに 

公開することとし、個別での回答は行わない。 


